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禁
止
し
ま
す
。

　

な
お
、
プ
レ
ジ
ャ
ー

ボ
ー
ト
等
と
は
、
水
上

オ
ー
ト
バ
イ
、
モ
ー

タ
ー
ボ
ー
ト
、
そ
の
他

の
推
進
機
関
と
し
て
の

内
燃
機
関
を
備
え
る
船

舶
を
い
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
漁
船
や
船

舶
運
航
事
業
用
の
船
舶
、

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
が
所
有
す
る
船

舶
、
国
立
大
学
法
人
等
が
所
有
す
る
船
舶
、

ボ
ー
ト
・
カ
ヌ
ー
競
技
会
や
訓
練
に
お
け

る
審
判
ま
た
は
救
護
用
の
船
舶
な
ど
は
、

こ
の
規
制
の
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
水
難
そ
の
他
の
非
常
事
態
の
発

　

隣
接
す
る
地
域
の
生
活
環
境
を
保
全
す

る
た
め
、六
月
一
日
か
ら
、キ
ャ
ナ
ル
パ
ー

ク
水
路（
左
図
）に
お
い
て
、
午
後
六
時
か

ら
翌
朝
午
前
八
時
の
時
間
帯
に
プ
レ

ジ
ャ
ー
ボ
ー
ト
等
を
航
行
さ
せ
る
こ
と
を

　

違
反
者
に
は
、
市
の
職
員
等
が
注
意
・

指
導
・
勧
告
・
命
令
を
行
い
、
命
令
に
従

わ
な
い
場
合
に
は
、
罰
金（
十
万
円
以
下
）

が
科
せ
ら
れ
ま
す
。

　

な
お
、
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
を
楽
し
ん
で

い
た
だ
く
た
め
の
施
設
と
し
て
、
総
合
公

園
内
に
有
料
の�
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
広
場�
が

あ
り
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

隣
接
す
る
地
域
の
生
活
環
境
お
よ
び
自

然
環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
六
月
一
日
か

ら
、
城
山
堰
堤（
え
ん
て
い
）以
南
の
芦
屋

川
流
域
お
よ
び
キ
ャ
ナ
ル
パ
ー
ク
水
路
南

北
護
岸（
左
図
）に
お
い
て
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー

等
を
禁
止
し
ま
す
。

　

こ
こ
で
い
う「
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
等
」と
は
、

火
気
を
用
い
て
食
品
を
調
理
す
る
行
為
の

す
べ
て
を
指
し
ま
す
。
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生
時
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
場
合
や
、

国
ま
た
は
地
方
公
共
団
体
の
業
務
を
行
う

場
合
は
、
午
後
六
時
か
ら
翌
朝
午
前
八
時

の
時
間
帯
に
お
い
て
も
プ
レ
ジ
ャ
ー
ボ
ー

ト
等
を
航
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

な
お
、
違
反
者
に
は
、
市
の
職
員
等
が

注
意
・
指
導
・
勧
告
・
命
令
を
行
い
、
命

令
に
従
わ
な
い
場
合
に
は
、罰
金（
十
万
円

以
下
）が
科
せ
ら
れ
ま
す
。
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市
民
マ
ナ
ー
条

例
で
は
、
市
民
の

皆
さ
ん
の
清
潔
・

安
全
・
快
適
な
生

活
環
境
を
守
る
た

め
、
次
の
よ
う
な

内
容
を
定
め
て
い

ま
す
。
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「
喫
煙
禁
止
区
域
」
に
限
ら
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犬
の
飼
い
主
は
、
公
共
の
場
所
で
犬

を
散
歩
や
運
動
さ
せ
る
と
き
に
は
、
常

に
リ
ー
ド
な
ど
で
制
御
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
公
共
の
場
所
で
犬

が
ふ
ん
を
排
泄
し
た
場
合
に
は
、
そ
の

ふ
ん
を
回
収
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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潮
芦
屋
ビ
ー
チ
周
辺
に
お
い
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　市役所北館３階の環境課
窓口で、１人１冊、先着300
人のかたに差し上げます。
　平日の執務時間内〈午前
９時～正午・午後０時45分
～５時30分〉に環境課へ。

　市では、不幸な猫をこれ以上増やさず、地
域での猫のトラブルを解消していく方策と
して、平成21年度から飼い主のいない猫に
不妊手術を実施する「ＴＮＲ活動」に助成を
行っています。
　この２年間で芦屋動物愛護協会が実施し
たＴＮＲ件数は急増してきており、効果が
徐々に表れ始めている半面、残念ながら、手
術が間に合わずに生まれてしまった
子猫の保護、あるいは遺棄の事例もわ
ずかに報告されているところです。

��������	
�����
　芦屋動物愛護協会が昨年度行ったＴＮＲ
の総数は228頭（オス125頭／メス103頭）で、
そのうち市から助成を受けて手術したのは、
122頭（オス62頭／メス60頭）でした。
�����
　飼い主のいない猫に不妊手術をせず、餌
を与えていると、どんどん繁殖してしまい
ます。必ず不妊手術を受けさせてください。
　また、飼い猫は完全室内飼いにして、生後
半年になったら不妊手術を済ませましょう。
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市
で
は
、
た
ば
こ
の
煙
の
受
動
喫
煙
や
臭
気
等
で
迷
惑
と
な
る
区
域
を
「
喫
煙

禁
止
区
域
」
と
し
て
指
定
し
て
い
ま
す
。　

こ
れ
ま
で
Ｊ
Ｒ
芦
屋
駅
周
辺
（
地
図

①
）の
み
の
指
定

で
し
た
が
、六
月

一
日
か
ら
、新
た

に「
阪
急
芦
屋
川

駅
周
辺
地
域
」

（
地
図
②
）、「
阪

神
芦
屋
駅
周
辺

地
域
」（
地
図
③
）、

「
阪
神
打
出
駅
周

辺
地
域
」（
地
図

④
）を
追
加
指
定

し
ま
す
。　

こ
れ

に
よ
り
、六
月
か

ら
市
内
の
す
べ
て
の
駅

周
辺
は
「
喫
煙
禁
止
区

域
」
と
な
り
、
違
反
者
に

は
、
過
料
（
二
千
円
）
が

科
せ
ら
れ
ま
す
。

　
「
喫
煙
禁
止
区
域
」
内

で
は
、喫
煙
指
定
場
所
以

外
で
の
喫
煙
が
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
の
で
、喫
煙

す
る
時
は
、
必
ず
「
喫
煙

指
定
場
所
」を
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
「
喫
煙
禁
止
区
域
」
に
限
ら

ず
、
市
内
全
域
に
お
い
て
、
公

共
の
場
所
で
の
歩
行
喫
煙
を
禁

止
し
て
い
ま
す
。
歩
き
な
が
ら

手
に
持
つ
た
ば
こ
の
火
は
、

ち
ょ
う
ど
小
さ
な
子
ど
も
の
顔

の
近
く
を
か
す
め
る
高
さ
で
も

あ
り
、
大
変
危
険
で
す
。
ま
た
、

た
ば
こ
の
副
流
煙
は
周
囲
の
人

の
健
康
に
害
を
及
ぼ
す
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
自
転
車
に
乗
り

な
が
ら
の
喫
煙
も
含
め
、
歩
行

喫
煙
は
絶
対
に
や
め
ま
し
ょ
う
。
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公
共
の
場
所
に
お
い
て
、
た
ば
こ
の

吸
い
殻
や
空
き
缶
等
を
投
げ
捨
て
た
り
、

放
置
す
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

※
な
お
、市
民
マ
ナ
ー
条
例
で
い
う「
公

共
の
場
所
」と
は
、道
路
・
公
園
・
河
川
・

海
岸
な
ど
の
、自
由
に
出
入
り
で
き
る

場
所
を
指
し
ま
す
。

　

潮
芦
屋
ビ
ー
チ
周
辺
に
お
い

て
、
終
日
花
火
を
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。
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「
花
火
禁
止
区
域
」に
限
ら
ず
、

市
内
全
域
の
公
共
の
場
所
で
、

午
後
九
時
か
ら
午
前
六
時
ま
で

の
時
間
帯
に
花
火
を
す
る
こ
と

を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

※
な
お
、市
民
マ
ナ
ー
条
例
で

い
う
「
禁
止
花
火
」
と
は
、回
転

す
る
花
火
・
走
行
す
る
花
火
・
飛

し
ょ
う
す
る

花
火
・
打
ち

上
げ
る
花
火
・
爆
発

音
を
出
す
花
火
等
を

指
し
て
い
ま
す
。
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公
共
の
場
所
や
、
他
人
が
所
有
す
る

建
築
物
等
に
、
落
書
き
を
す
る
こ
と
を

禁
止
し
て
い
ま
す
。
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　  必要のない灯りや、見ないテレビ・使わないパソコンは、こまめに消す。
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　  使用していない場合にも電力が消費されてしまう「待機時の消費電力」。いかに 
      して減らしていくのかも重要な節電対策です。
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　フィルターのお掃除はこまめに／室外機の回りに
　物を置かない／風向きを上手に調節／室内温度は
　適温に保つ（夏の冷房時の室温は28℃。温度設定を
　１℃高くすると、約13%の消費電力の削減になります）
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　開いている時間を短く、余分な開閉はしないように／物を詰め込みすぎない／
　熱いものは冷ましてから入れましょう

�����������	
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　器具の掃除で明るさアップ／待機消費電力を削減しよう／省エネ型の照明器具に
　買い換えよう
�����������������	
�����

　テレビを見ないときは消そう／音量は不必要に大きくしない
��������	
�����������	
�����

����������

　　炊飯器の保温は控えましょう。／ご飯は、保温よりレンジで温めましょう。／
　   電気ポットの保温を控えましょう。／食器洗浄機は、汚れを拭き取った上で
　　節約モードに切り替えましょう。／食器洗浄機の乾燥
　　機能は、できるだけ使用を控えましょう。
���������	�

　　温水洗浄便座の使用を控えましょう。／温水洗浄便座
　　の設定温度を低めに／使わないときは、温水洗浄便座
　　のフタを閉めましょう。
����������

　　洗濯は、お風呂の残り湯を利用し、まとめ洗いで洗濯回数を減らす工夫を。
���������	
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　早寝早起きは、夜の消費電力を抑えることになり、
　節電につながります。健康的な生活スタイル（朝チャ
　レ！）を実践しましょう。 
�������	
�����

　　食事や団らんの時などは、家族みんなで一つの部
　屋に集まりましょう。できるだけ１カ所で生活する
　ことで、照明やエアコンなどの節電につながります。
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故
人
の
愛
用
品
や
思
い
出
の
品
な
ど
の
副
葬
品

を
、
棺
の
中
に
納
め
ら
れ
る
と
、
火
葬
の
際
に
ご

遺
骨
を
傷
つ
け
た
り
、
ご
遺
骨
に
付
着
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。

　

有
害
な
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
の
発
生
や
、
火
葬
炉

の
故
障
の
原
因
と
も
な
り
ま
す
の
で
、
次
の
よ
う

な
副
葬
品
は
棺
の
中
に
お
納
め
に
な
ら
な
い
よ
う
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。
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釣
り
ざ
お
・
ゴ
ル
フ
用
品
・
テ
ニ
ス
ラ
ケ
ッ
ト
・

化
繊
の
洋
服
・
お
も
ち
ゃ
・
人
形
・
マ
ー
ジ
ャ
ン

パ
イ
な
ど
）
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�
（
ビ
ン
類
・
缶
類
・
眼
鏡
・
腕
時
計
・
硬
貨
・
貴
金

属
・
茶
碗
な
ど
）

�
�
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�
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�

�
（
布
団
・
毛
布
・
書
籍
類
・
ド
ラ
イ
ア
イ
ス
・
果
物

な
ど
）

�
�
�
�

�
（
ス
プ
レ
ー
缶
・
ガ
ス
ラ
イ
タ
ー
・
電
池　

な
ど
）
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　市役所地下１階売店〈平
日・午前９時30分～午後４
時30分〉/ラ ポ ル テ 市 民
サービスコーナー /大利
昭文堂（阪急芦屋川駅南）
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